
沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例（平成20年沖縄県条例第49号） 

 

改正  平成22年７月27日条例第35号   平成23年７月26日条例第34号 

平成26年３月31日条例第11号   平成31年３月29日条例第５号 

令和５年３月31日条例第２号 

 

沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例をここに公布する。 

沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修及び青少年教育指導者その他の青少

年教育関係者に対する研修を行うとともに、施設をこれらの研修のための利用に供すること等に

より、健全な青少年の育成を図り、もって社会教育の振興に資することを目的として、沖縄県立

青少年の家（以下「青少年の家」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 青少年の家の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

  

 名称 位置  

 沖縄県立名護青少年の家 名護市字名護5511番地  

 沖縄県立糸満青少年の家 糸満市字賀数347番地  

 沖縄県立石川青少年の家 うるま市石川3491番地の２  

 沖縄県立玉城青少年の家 南城市玉城字玉城420番地  

 沖縄県立宮古青少年の家 宮古島市平良字東仲宗根添1164番地  

 沖縄県立石垣青少年の家 石垣市字新川868番地  

（業務） 

第３条 青少年の家は、次に掲げる業務を行う。 

(１) 青少年の団体宿泊訓練に関すること。 

(２) 青少年の自然体験活動その他の体験活動に関すること。 

(３) 青少年のキャンプ活動その他の野外活動に関すること。 

(４) 青少年の体育及びレクリエーションの活動に関すること。 

(５) その他青少年に対する研修に関すること。 

(６) 青少年教育指導者その他の青少年教育関係者に対する研修に関すること。 

(７) 前各号に掲げる研修のための施設の利用に関すること。 

(８) 前号の研修について指導及び助言に関すること。 

(９) 前各号に掲げるもののほか、青少年の家の設置の目的を達成するために必要な業務に関す

ること。 

（指定管理者による管理） 

第４条 青少年の家の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条

の２第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に行わせるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 青少年の家の設置の目的を達成するために教育委員会が必要と認める事業の実施に関す

る業務 

(２) 第11条の規定による利用の許可に関する業務、第13条の規定による利用の許可の取消し等

に関する業務、第14条第２項の規定による原状回復命令に関する業務その他の利用の許可に関

する業務 

(３) 第15条の規定による利用料金の収受に関する業務、第16条の規定による利用料金の減免に

関する業務、第17条ただし書の規定による利用料金の返還に関する業務その他の利用料金の収



受に関する業務 

(４) 青少年の家の施設及びその附属設備（以下「施設等」という。）の維持及び修繕に関する

業務 

(５) 前各号に掲げるもののほか、青少年の家の運営に関して、教育委員会が必要と認める業務 

（指定管理者の指定の申請） 

第６条 第４条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に事業

計画書その他教育委員会規則で定める書類（以下「事業計画書等」という。）を添えて、教育委

員会に提出しなければならない。 

（指定管理者の指定等） 

第７条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最

も適切に青少年の家の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決

を経て指定管理者を指定するものとする。 

(１) 事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保できるものであること。 

(２) 事業計画書等の内容が、青少年の家の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効

率的な管理がなされるものであること。 

(３) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、青少年の家の設置の目的を達成するために十分な能力を有す

るものであること。 

２ 教育委員会は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、沖縄県立青少年の

家指定管理者制度運用委員会の意見を聴かなければならない。 

３ 前項の規定は、法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消そうとする場

合に準用する。 

 （沖縄県立青少年の家指定管理者制度運用委員会） 

第８条 この条例の規定に基づく諮問に応じて調査審議を行わせるため、沖縄県立青少年の家指定

管理者制度運用委員会（以下「運用委員会」という。）を置く。 

２ 運用委員会は、この条例に定めるもののほか、青少年の家に係る指定管理者の選定及び指定管

理者が行う青少年の家の管理に関する重要事項について、教育委員会の諮問に応じて答申し、又

は建議することができる。 

３ 運用委員会は、委員６人以内で組織する。 

４ 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が任命

する。 

５ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

８ 前各項に定めるもののほか、運用委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則

で定める。 

（指定管理者の指定等の告示） 

第９条 教育委員会は、第７条第１項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を県公報

で告示しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第244条の２第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。 

（休所日） 

第10条 青少年の家の休所日は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 月曜日 

(２) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項第１号に規定する休所日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日又は沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号）第２条に規定する慰霊の日

に当たるときは、その日の後日において最も近い休所日でない日をもって、これに替えるものと



する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を

得て、臨時に休所日に開所し、又は休所日以外の日に休所することができる。 

（利用の許可） 

第11条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

許可を受けた者（以下「利用者」という。）が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同

様とする。 

２ 指定管理者は、施設等の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり、条件を付す

ることができる。 

３ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の許可をしないことができる。 

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(２) 公益を害するおそれがあると認められるとき。 

(３) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第12条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（許可の取消し等） 

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第11条第１項の許可を取

り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。 

(１) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらに基づく指示に違反した

とき。 

(２) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

(３) 許可に付した条件に違反したとき。 

(４) 第11条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

（原状回復の義務） 

第14条 利用者は、施設等の利用を終えたとき、又は前条各号のいずれかの規定に該当することに

より利用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。 

２ 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

（利用料金） 

第15条 利用者は、青少年の家の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に納

めなければならない。 

２ 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を

乗じて得た額までの範囲内で、指定管理者が定めるものとする。 

３ 指定管理者は、前項の規定により、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ教育委員会

の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。 

４ 教育委員会は、前項の承認をしたときは、これを県公報で告示するものとする。 

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の減免） 

第16条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会規則で定める場合は、教育委員会規則で

定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除するものとする。 

（利用料金の返還） 

第17条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合は、指定管

理者は、その全部又は一部を返還することができる。 

（事業報告書の提出） 

第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、教育委員会規則で定めるところにより、事業報

告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。 



（教育委員会規則への委任） 

第19条 この条例に定めるもののほか、青少年の家の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第７条の規定による指定管理者の指定及び第14条第３項の規定による利用料金の承認並びに

これらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第６条から第８条まで

及び第14条第２項から第４項までの規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際教育委員会がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの

又は現に教育委員会に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定

管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規

定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請そ

の他の行為とみなす。 

４ この条例の施行の日前に教育委員会が沖縄県立名護青年の家及び沖縄県立糸満青年の家の使

用に関し行った許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。 

（沖縄県立教育機関設置条例の一部改正） 

５ 沖縄県立教育機関設置条例（昭和47年沖縄県条例第24号）の一部を次のように改正する。 

第６条及び第７条を削る。 

第８条中「第５条から前条まで」を「前条」に改め、同条を第６条とする。 

第９条を第７条とする。 

（沖縄県立教育機関使用料徴収条例の廃止） 

６ 沖縄県立教育機関使用料徴収条例（昭和47年沖縄県条例第37号）は、廃止する。 

附 則（平成22年７月27日条例第35号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 沖縄県立石川青少年の家及び沖縄県立玉城青少年の家の改正後の沖縄県立青少年の家の設置

及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第７条の規定による指定管理者の指定

及び改正後の条例第14条第３項の規定による利用料金の承認並びにこれらに関し必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例第６条から第８条まで及び第14条第

２項から第４項までの規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際教育委員会がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの

又は現に教育委員会に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定

管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、改正後の条例中の相当す

る規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申

請その他の行為とみなす。 

４ この条例の施行の日前に教育委員会が沖縄県立石川青少年の家及び沖縄県立玉城青少年の家

の使用に関し行った許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成23年７月26日条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第８条第１項及び第14条第４項の改正

規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 沖縄県立宮古青少年の家及び沖縄県立石垣青少年の家の改正後の沖縄県立青少年の家の設置

及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第７条の規定による指定管理者の指定



及び改正後の条例第14条第３項の規定による利用料金の承認並びにこれらに関し必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例第６条から第８条まで及び第14条第

２項から第４項までの規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際教育委員会がした使用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの

又は現に教育委員会に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定

管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、改正後の条例中の相当す

る規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申

請その他の行為とみなす。 

４ この条例の施行の日前に教育委員会が沖縄県立宮古青少年の家及び沖縄県立石垣青少年の家

の使用に関し行った許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月31日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収し、又は納

めるべき使用料、採取料、占用料、着陸料等及び駐車料について適用し、同日前に徴収し、又は

納めるべき使用料、採取料、占用料、着陸料等及び駐車料については、なお従前の例による。 

附 則（令和５年３月31日条例第２号） 

（施行期日） 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第15条関係） 

  

 区分 基準額  

 宿泊室 児童及び生徒 １人１泊につき320円

  一般及び学生 １人１泊につき630円

キャンプ場 児童及び生徒 １人１泊につき150円

  一般及び学生 １人１泊につき260円

研修室及び訓練室 児童及び生徒 １室１時間につき150円

  一般及び学生 １室１時間につき370円

プレイホール 児童及び生徒 １時間につき370円

  一般及び学生 １時間につき730円

備考 

１ 「児童及び生徒」とは、就学前の幼児及び小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒

その他これらに準ずる者をいい、「一般及び学生」とは、「児童及び生徒」に該当しない者

をいう。 

２ 研修室及び訓練室並びにプレイホールに係る基準額は、これらの施設を利用する団体（利

用者が個人である場合にあっては、当該個人）を単位とする。 

 


